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会員更新のお手続き（年会費の納入）2

登録申請条件・登録サロン規約を確認1

登録申請書記入・署名3

協会事務局へ申請書送付

FAXでの申請は受付けておりません。

到着が確認できる方法で送付してください。（簡易書留、レターパックライト、宅配便等）

【送付先】 一般社団法人　日本エステティック協会　事務局（サロン担当）

〒102-0082　東京都千代田区一番町25 JCIIビル３F　TEL：03-3234-8496

申請条件を満たし、「登録サロン制度規約」に同意いただけるサロンは申請書に必要事項をご記入いただき、

「同意および誓約」のページにサロンオーナーがご署名のうえ、事務局に送付してください。

継続更新以外の方で、AJESTHE登録サロンへ申請をご希望の方は、協会事務局までご連絡ください。

申請に関する書類一式を、お送りいたします。

協会ホームページ ＞ 会員向け情報 ＞ 個人会員の各種手続き ＞ 登録サロンの申請手続きより

「登録サロン制度規約」と、申請条件の詳細を 「申請条件チェックシート」にてご確認ください。

会員区分によって、申請できる登録サロン区分が異なりますので、よくご確認のうえ、会員更新をお手続きください。

協会事務局が到着した申請書類を確認し、申請条件に応じて登録

「AJESTHEアソシエイト サロン」、 「AJESTHEメンバーズ サロン」、「AJESTHEプレミアム サロン」 で登録。

※申請者が「普通会員」、「法人正会員の提携先（加盟店）」については、登録条件を満たした時点で

　改めて事務局よりメールにて登録料のお振込み先をご連絡いたします。
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登録完了後、協会事務局より登録サロン証をお届け

正会員・一般会員・法人正会員：年会費の納入確認後、順次発送。

普通会員：年会費の納入およびAJESTHE登録サロンの登録料3,000円（税込）の納入確認後、順次発送。

法人正会員の提携先（加盟店）：AJESTHE登録サロンの登録料3,000円（税込）の納入確認後、順次発送。

申 請 方 法
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日本エステティック協会では

「登録サロン制度」を設けています

登録サロン制度は、お客様がエステティックサロンを選ばれる際、

安全・安心なサロンであることの指標の一つになります。

サロン側は常に安全・安心に対する意識を持ち、エステティックサービスを提供することと、

従業員の方が安全・安心に働ける環境作りを目的とした制度で、

その目的に賛同し、申請条件を満たすとことで登録できるサロンが、

AJESTHE登録サロンです。

登 録 サロンとは

サロンで働く従業員の方々の就労環境が整っており、

労働基準法に関する基準が満たされているサロンです。

また、お客様に対して安全・安心なエステティックサービスを提供するための

知識・技術が一定の基準を満たしており、普通会員の方より登録できるサロンを

「AJESTHEアソシエイトサロン」。

正会員、法人正会員またはその提携先（加盟店）が登録できるサロンは

「AJESTHEメンバーズ サロン」です。

さらに厳しい条件を満たし、在籍する全技術者がAJESTHE認定エステティシャン以上の

資格を保有しているサロンを、『AJESTHE プレミアム サロン』として登録しています。
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AJESTHE登録サロンへ登録すると受けられる、各種サービスをご紹介

登録サロン証の発行（毎年度更新） 登録サロン各種ロゴの使用

登 録 メリット
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※2023年2月現在

AJESTHE登録サロンをご利用頂いたお客様の

相談窓口となります。お客様から収集した情報を

もとに、登録サロンへ、お客様の声をフィードバッ

クいたします。それにより、お客様満足を高める

継続的な取組をお手伝いさせて頂きます。

受付時間

電話番号

対象者

毎週月曜～金曜  9：00～17：00
（但し、祝日及び年末年始を除く）

0120-915-467 （フリーダイヤル）

協会登録サロンをご利用したお客様

協会登録サロンにおける施術、
契約・解約、サービスに関する
お客様からの相談

相談対象
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名刺タイプ

ショップカードタイプ

会報誌 認定校 協会ホームページ（会員専用ページ）

AJESTHEプレミアムサロン
法律相談窓口

Premium 

AJESTHEプレミアムサロンカードを
特別価格で作成

AJE STHEプレミアムサロン 限定特典

AJESTHEプレミアムサロンオーナー専用の、弁護士に

よる電話法律相談サービスをご提供いたします。お電話

を頂いた後、弁護士との予約を手配。相談予約時間帯に

再度お電話を頂き、協会より弁護士へ電話を転送いたし

ます。

（ご相談内容については、協会事務局ではお聞きしません）

受付時間

電話番号

対象者

相談対象

毎週月曜～金曜  9:00～17:00
（但し、祝日及び年末年始を除く）

0120-915-573 （フリーダイヤル）

AJESTHEプレミアム サロン オーナー

サロンに関わる下記事項（30分以内程度）
①会社（サロン）運営における法律上の問題
②商取引における法律上の問題
③雇用に関わる法律上の問題
④裁判に関する問題
⑤その他法務、争訟関係全般。
　※但し、係争中の案件は除く。

掲載内容

◎サロン名　 ◎連絡先（TEL/E-mail）　 ◎保持資格　 ◎勤務地（住所）
◎受付担当者（氏名）　 ◎エステティシャンとしての職種（サロン店長、施術タッフ等）

求人広告を掲載ご希望のプレミアムサロン（法人正会員含）の方は、下記掲載内容を協会事務局までご連絡のうえ申請ください。

※3,000円（税込）／100枚／送料込

協会事務局  FAX：03-3234-8498 ／ メール：info@ajesthe.jpお申込み

お客様サポートセンター
登録サロン
イメージポスター

求人広告の掲載

※希望の場合のみ

ホームページに掲載される内容

◎サロン名※
◎所在地（住所）※　◎電話番号※
◎サロンホームページＵＲＬ（希望者のみ）

協会ホームページ
サロン情報掲載

登録サロンとして登録完了後、サロ

ン名等（サロン情報）を協会ホーム

ページ「登録サロン一覧」に掲載す

ることができます。

サロン証再発行については、サロ
ン名がご変更になった場合のみ、
現サロン証をご返却いただくこと
で再発行いたします。
再発行手数料¥2,200（税込）。
送料は、宅急便着払いにて実費を
ご負担いただきます。

掲載内容は、上記の※印箇所全ての
項目が掲載必須となります。

ステッカー
（A5サイズ）見本

※

プレミアムサロン証

アソシエイトサロン証

メンバーズサロン証
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